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諮

問

第

七

十

四

号

個

人

に

関

す

る

情

報

を

保

護

す

る

観

点

か

ら

、

戸

籍

及

び

除

か

れ

た

戸

籍

の

謄

抄

本

等

の

交

付

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

を

制

限

す

る

と

と

も

に

、

当

該

交

付

請

求

の

際

に

請

求

者

の

本

人

確

認

を

行

う

も

の

と

す

る

な

ど

、

戸

籍

の

公

開

制

度

の

在

り

方

を

見

直

し

、

併

せ

て

、

戸

籍

に

真

実

で

な

い

記

載

が

さ

れ

る

の

を

防

止

す

る

た

め

、

戸

籍

の

届

出

を

す

る

者

の

本

人

確

認

を

行

う

必

要

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

の

で

、

別

紙

要

綱

（

骨

子

）

に

つ

い

て

御

意

見

を

承

り

た

い

。
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別

紙

要

綱

（

骨

子

）

第

一

戸

籍

の

謄

抄

本

・

記

載

事

項

証

明

書

の

交

付

請

求

一

戸

籍

に

記

載

さ

れ

て

い

る

者

等

一

定

の

者

は

、

そ

の

戸

籍

の

謄

本

若

し

く

は

抄

本

又

は

戸

籍

に

記

載

し

た

事

項

に

関

す

る

証

明

書

（

以

下

「

戸

籍

の

謄

抄

本

等

」

と

い

う

）

の

交

付

請

求

。

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

二

一

に

規

定

す

る

者

以

外

の

者

は

、

相

続

関

係

を

証

明

す

る

必

要

が

あ

る

場

合

、

官

公

署

に

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

場

合

、

戸

籍

の

記

載

事

項

を

確

認

す

る

に

つ

き

正

当

な

利

害

関

係

が

あ

る

場

合

等

に

限

り

、

戸

籍

の

謄

抄

本

等

の

交

付

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

三

二

の

規

定

に

よ

り

戸

籍

の

謄

抄

本

等

の

交

付

請

求

を

す

る

場

合

に

は

、

二

に

該

当

す

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

と

す

る

こ

と

。

四

戸

籍

の

謄

抄

本

等

の

交

付

請

求

を

す

る

者

に

つ

い

て

、

本

人

確

認

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

第

二

除

か

れ

た

戸

籍

の

謄

抄

本

・

記

載

事

項

証

明

書

の

交

付

請

求

除

か

れ

た

戸

籍

の

謄

本

若

し

く

は

抄

本

又

は

除

か

れ

た

戸

籍

に

記

載

し

た

事

項

に

関

す

る

証

明

書

の

交

付

の

請

求

に

つ

い

て

も

、

第

一

と

同

様

と

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

第

三

戸

籍

の

届

出

の

手

続

届

出

に

よ

っ

て

効

力

を

生

ず

べ

き

行

為

に

つ

い

て

戸

籍

の

届

出

を

す

る

者

に

つ

い

て

、

本

人

確
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認

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

。

第

四

そ

の

他

第

一

か

ら

第

三

ま

で

の

ほ

か

、

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

。


